
都市地域から過疎地域等に住民票を異動し、おおむね1～3年間、地域に居住して、
地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、
住民の生活支援などの『地域協力活動』を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。

お問い合わせ先 ｜ 総務省 地域力創造グループ地域自立応援課 電話番号：03-5253-5394

※募集内容などの詳細については各自治体にお問い合わせください。

地域おこし協力隊
イ ン タ ー ン

２週間～３ヶ月

実際の協力隊の業務に従事

活動費への財政支援あり

住民票は異動しなくてOK
※体験できない地域もあります

2泊３日～

地域協力活動の実地体験

住民票は異動しなくてOK
※体験できない地域もあります

お た め し
地域おこし協力隊


